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介護老人保健施設 はっ田 運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 医療法人福友会が開設する介護老人保健施設 はっ田（以下「施設」という。）の適正な運営 

を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の職員が、要介護状態又は要 

支援状態にある高齢者に対し、適正な介護保健施設サービスを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 施設の職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、施設サービス計画に基づき、看護、 

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う 

ことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする

とともに、その者のその居宅における生活への復帰を目的とする。 

２ 施設の職員は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って介護保健施設サ

ービスの提供に努める。 

３ 介護保健施設サービス等の実施に当たっては、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭と

の結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（施設の名称等） 

第３条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 名 称   介護老人保健施設 はっ田 

（２） 所在地    愛知県名古屋市中村区並木二丁目３５４番地 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 施設に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

  （１）管理者      １名（医師と兼務） 

     管理者は、施設の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

  （２）職員 

     医師       １名以上（常勤換算） 

薬剤師    ０．３名以上（常勤換算） 

看護職員    １０名以上（常勤換算） 

介護職員    ２３名以上（常勤換算） 

支援相談員    ３名以上（常勤換算） 

リハビリ職員（理学療法士または作業療法士もしくは言語聴覚士） 

       ４．８名以上（常勤換算） 

管理栄養士    ２名以上（常勤換算） 

介護支援専門員  ３名以上（常勤換算・兼務） 

職員は、介護老人保健施設サービスの提供に当たる。 

（３）事務職員     １名以上（常勤換算） 

必要な事務を行う 

 

（入所者定員） 



第５条 入所定員は９６名とする。 

 

（保健施設サービスの内容及び利用料等） 

第６条 介護老人保健施設サービスの内容は次のとおりとし、介護老人保健施設サービスを提供した

場合の利用料の額は、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。 

（１）入浴、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話 

（２）機能訓練及びその他必要な医療 

（３）療養上の世話 

（４）健康チェック 

（５）退所時指導 

（６）栄養管理 

２ 居住費として利用者が負担すべき費用は、「室料＋光熱水費または光熱水費」相当額とし、次

の額を徴収する。 ※注 

個 室  １，８４０円／日 

多床室    ４４６円／日 

３ 食費として利用者が負担すべき費用は、「食材料費＋調理費」相当額とし、 

１，６７５円／日を徴収する。 ※注 

４ 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、日用品費 ２００円／

日、教養娯楽費１５０円／円を徴収する。 

５ 前各号の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を

した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。 

※注）居住費・食費について、負担限度額認定証が交付されている利用者の場合は、負担限度

額認定証に記載された居住費・食費の額を徴収する。 

 

（施設利用に当たっての留意事項） 

第７条 職員は、利用者に対して職員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうように指示を行う。 

２ 職員は、事前に利用者に対して次の点に留意するように指示を行う。 

（１）別に定める利用者の守るべき事項を守り、他の迷惑にならないようにする。 

（２）気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。 

（３）共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。 

（４）職員に対する身体的暴力、精神的暴力、セクシャルハラスメントなどあらゆるハラスメン

トを禁止する。 

 

（非常災害対策） 

第８条 施設は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害

に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。 

  ２ 日頃から地域住民等との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力が得られるような体

制作りに努める。 

 

（身体拘束の適正化） 

第９条 介護保健施設サ－ビスの提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為は行いませ

ん。ただし、緊急やむを得ない身体拘束を行う場合は以下の内容にのっとり行います。 



   ① 施設長（医師）により、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得

なかった理由を診療録に記載する 

   ② 利用者の家族への十分な説明・同意 

   ③ 身体拘束廃止へ向けた取り組み 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１０条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものと

する。 

（１） 施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護

職員その他の職員に周知徹底を図る。 

（２） 施設における虐待の防止のための指針を整備する。 

（３） 施設において、介護職員その他の職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年

２回以上）実施すること。なお、新規採用職員には必ず実施する。 

（４） 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

（利用者や扶養者等からのあらゆるハラスメント行為の禁止） 

第１１条 当施設では、誰もが、病気になっても、介護が必要になっても、自分らしく、住み慣れた

地域で暮らし続けたいという願いをかなえる地域包括ケアサービス提供体制を構築するため、

介護現場の職員の身の安全を確保し、やりがいや働く意欲を損なう職場環境とならないようハ

ラスメント発生予防への取り組みを行う。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１２条 施設は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業

務体制を整備する。 

（１）採用時研修 採用後３か月以内に行う。 

（２）継続研修  毎月 e ラーニングにて実施する。 

２ 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でな

くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むもの

とする。 

４ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人福友会と施設の管理者との

協議に基づいて定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成１７年 ６月１日から施行する。 

平成１７年１０月１日改定 

      平成１９年 ４月１日改定 

      平成２０年１０月１日改定 

      平成２１年 ４月１日改定 

       平成２１年 ８月１日改定 

       平成２４年 １月１日改定 

       平成２５年 ６月１日改定 



       平成２５年 ９月１日改定 

       平成２６年 ４月１日改定 

       平成２７年 ４月１日改定 

       平成２７年 ７月１日改定 

       平成２８年 ４月１日改定 

       令和 元 年１０月１日改定 

       令和 元 年１２月１日改定 

       令和 ５年 ７月１日改定 

       令和 ６年 ８月１日改定 

       令和 ６年 ９月１日改定 

       令和 ７年 ４月１日改定 


